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ナトリウム・硫黄電池の試験確認に係る業務規程

制定 平成１２年１月１８日危保規程第４号

最終改正 令和３年１０月２０日危保規程第３０号

第１ 目的

この規程は、危険物保安技術協会（以下「協会」という。）が、製造者等の申請に基

づき、ナトリウム・硫黄電池に係る試験確認を行う場合に必要な手続き等を定めること

を目的とする。

第２ 業務の対象

この業務の対象は、電力貯蔵用の蓄電池として使用されるナトリウム・硫黄電池と

し、協会は、当該電池について、「ナトリウム・硫黄電池を設置する危険物施設の技術

上の基準等について」（平成１１年６月２日付け消防危第５３号各都道府県消防主管部

長あて消防庁危険物規制課長通知）別添に定める火災安全性能に係る試験確認を行うも

のとする。

また、この規程は、別図１、２に掲げる構造を有するナトリウム・硫黄電池を対象と

する。

第３ 用語の意味

この規程で用いる用語の意味は、次による。

１ ナトリウム・硫黄電池

正極に硫黄、負極にナトリウム、電解質として固体電解質を用いた電池で、電力を充

電貯蔵し、必要に応じて電力を放電するものをいう。

２ 単電池

ナトリウム・硫黄電池の最小単位で、硫黄、ナトリウム及び固体電解質を密閉構造の

容器に収納した電池をいう。構造は別図１のとおり。

３ 電極配置等の基本構造

固体電解質の内側に負極（ナトリウム極）及び安全管、外側に正極（硫黄極）及び正

極容器を配置した構造をいう。

４ 密封の基本構造

金属同士を溶接、セラミックス同士をガラス接合、金属とセラミックスを熱圧接合に

よって封止した構造をいう。

５ モジュール電池

多数の単電池を直並列に接続して、断熱容器に収納した電池をいう。構造は別図２の

とおり。

６ モジュール電池の基本構造   断熱容器が箱型で本体と蓋からなり、断熱容器内部に

電気絶縁部材の取り付けられた単電池、ヒューズ、充てん砂等を収納した構造をいう。

７ ヒューズ

モジュール電池内の単電池を一定数直列に結合した端子間に配置されるヒューズをい

う。

８ 電池絶縁部材
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単電池の底部と外周部に取り付けられ、単電池と断熱容器を電気的に絶縁している部

材をいう。

９ 単電池単位直列数

ヒューズ及び一定数の単電池を直列に接続したものをいう。

10 指定数量の倍数の比

新規（変更）申請型式の指定数量の倍数を基本となる型式の指定数量の倍数で除した

ものをいう。

第４ 試験確認の方法

１ この規程に基づく試験確認は、型式試験確認により行うものとする。

２ 型式試験確認は、別に定める「ナトリウム・硫黄電池の試験確認実施要領」（以下

「試験確認実施要領」という。）に基づき、書類審査及び立会試験により行うものとす

る。

３ 立会試験は、４(1)に定める型式区分ごとに、同一の型式区分に属する単電池又はモ

ジュール電池について、抜き取り試験により行うものとする。

４ ナトリウム・硫黄電池の型式区分及び同一型式の範囲は、次のとおりとする。

(1) 型式区分

ア 単電池

イ モジュール電池

(2) 同一型式の範囲

ア 単電池

電極配置等の基本構造並びに電極及び固体電解質の材質が同一、かつ、指定数量

の倍数の比が１．３未満であるものは、同一型式として区分する。

イ モジュール電池

断熱容器等の基本構造が同一であり、かつ、指定数量及び公称電圧が同一である

ものは、同一型式として区分する。

５ 既に協会の試験確認を受けている型式を、４(2)に定める同一型式の範囲内で変更し

ようとする者は、当該変更の内容に応じ、重変更又は軽変更に係る試験確認を受けなけ

ればならない。この場合において、重変更及び軽変更の区分は、次の表のとおりとす

る。
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対象 単 電 池 モジュール電池

変

更

の

区

分

重

変

更

ア 固体電解質の構造の変更

イ 密封の基本構造の変更

ウ 安全管の構造及び材質の変更

エ 正極容器の構造及び材質の変更

オ その他、火災安全性能に重大な影

響を及ぼす変更

ア 断熱容器、ヒューズ、充てん砂、

電池絶縁部材の構造及び材質の変更

イ 断熱容器、ヒューズ、充てん砂、

電池絶縁部材以外の部材の材質の変

更

ウ 単電池単位直列数の変更

エ その他、火災安全性能に重大な影

響を及ぼす変更

軽

変

更

重変更に該当しない技術的な変更 重変更に該当しない技術的な変更

注 構造には寸法も含む。

第５ 手続き

１ 申請

試験確認を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、新たな型式の申請の場

合にあっては別記様式第１の申請書に、変更の申請の場合にあっては別記様式第２の申

請書に、次表に定める書類を添付して、協会に申請するものとする。

区 分 備    考

設  計  図
構造、主要寸法、部品名、材質等を明らかにした外形図、組立

断面図等

仕様・構造説明書 別記様式第３

社内試験成績書 社内で実施した検査の成績表

社外試験成績書 公的機関等で実施した検査の成績表

計 測 配 置 図
試験確認時の温度の計測位置及びモジュール電池の自己消火性

試験時の強制的に破壊させる単電池位置を明示した構造図

試 験 条 件 書 試験確認時の試験温度、充電電流及び容量を明示した図書

２ 試験確認の実施

協会は、申請書類の審査を行った後、試験確認実施要領に示す方法によって、立会に

よる試験確認（軽変更の場合を除く。以下この項において同じ。）を実施するものとす

る。この場合において、書類審査により、申請者が既に取得している型式のナトリウ

ム・硫黄電池と同等な火災安全性能を有するものと認められる試験項目については、既

に取得している型式の試験結果の提出を以て代えることができ、立会による試験確認の

実施は、省略するものとする。

３ 試験確認結果の通知

協会は、試験確認の結果について、別記様式第４の試験確認結果通知書により、申請

者に通知するものとする。この場合において、試験確認の結果が不適合の場合は、当該

試験確認結果通知書にその理由を記載するものとする。
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４ 定期調査

(1) 試験確認を受けた者は、１年に１回、協会が行う定期調査を受けるものとする。

(2) 定期調査を受けようとする者は、別記様式第５の定期調査申請書により、申請す

るものとする。

(3) 協会は、製造、品質管理、試験確認済証の管理の状況等について、調査を行う。

(4) 協会は、別記様式第６の定期調査結果通知書により、定期調査の結果を申請者に

通知する。

５ 試験確認済証の交付

(1) ナトリウム・硫黄電池に係る試験確認を受けた者（以下「確認済者」という。）

は、当該電池と同一型式のものを製造し、使用し、又は販売しようとする場合には、

協会が発行する別記様式第７の試験確認済証の交付を受け、これを当該電池に貼付し

なければならない。この場合において、単電池に係る試験確認済証は、モジュール電

池１台につき１枚を、モジュール電池の外面に貼付するものとする。

(2) 試験確認済証の交付を申請する者は、別記様式第８の申請書により、協会に申請

するものとする。

(3) 試験確認済証の交付を受けた者は、当該試験確認済証の受領年月日、受領枚数、

貼付年月日、貼付枚数及び残枚数を記録した帳簿並びに当該試験確認済証を貼付した

ナトリウム・硫黄電池の出荷先、出荷期日及び出荷数を記録した帳簿を作成するとと

もに、これらを適正に管理しなければならない。

６ 試験確認項目以外の変更の届出

協会の試験確認を受けたナトリウム・硫黄電池について、社名、型番等の試験確認項

目以外の変更を行おうとする者は、別記様式第９の届出書を、協会に届け出なければな

らない。

第６ 手数料

１ 手数料の額は、次の各号に掲げる業務の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額  

に、この額に係る消費税相当額を加算した額とする。ただし、試験確認のため、協会の

職員が工場等に出張する場合の手数料の額は、この額に２に定める旅費等の額に相当す

る額を加算した額とする。

(1) 第５、１に定める試験確認

ア 単電池

１型式につき ４１５，０００円

イ モジュール電池

１型式につき ５２６，４１０円

(2) 第５、１に定める重変更

(1)の額に０．７を乗じた額

(3) 第５、１に定める軽変更

(1)の額に０．２を乗じた額

(4) 第５、４に定める定期調査

１４５，０００円

(5) 第５、５(2)に係る試験確認済証の交付

１枚につき       ２５０円

２ 旅費等の額
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(1) 旅費は、次に定める額の合算額とする。

ア 日当

１日につき２，２００円

イ 宿泊料

甲地方 １日につき１０，９００円

乙地方 １日につき９，８００円

ウ 交通費

実費（最も経済的な通常の経路及び交通手段による費用）

(2) 外国で行う試験確認にかかる旅費の額に相当する額は、(1)にかかわらず、理事長

が別に定める。

(3) 外国で行う試験確認に必要と認められる旅費以外の経費は、理事長が別に定め

る。

３ 手数料の納付手続きについては、理事長が別に定める。

４ 既に納付された手数料は、協会が当該手数料の対象となる業務の申請書を受け付けた

後においては、返還しない。

第７ 雑則

１ 書類等の返還

協会は、試験確認申請、型式の変更に係る試験確認申請又は試験確認項目以外の変更

の届出の際に提出された書類（正本、副本各１部）のうち、副本１部に押印のうえ、試

験確認又は変更の内容の確認終了後に申請者に返還するものとする。

２ 試験確認の立会い等

(1) 試験の場所

試験験確認申請書によって申請された場所とする。

(2) 測定機器類の準備

試験確認の立会いに使用する測定機器類は、原則として申請者の負担において準備

するものとする。

３ 立入調査等

協会は、試験確認を受けたナトリウム・硫黄電池について疑義が生じ、調査の必要が

あると判断した場合は、確認済者に連絡のうえ、当該確認済者に対し、立入調査し、又

は資料の提出若しくは報告を求めることができる。この場合において、当該確認済者

は、これに協力しなければならない。

４ 試験確認結果の取消し

(1) 協会は、確認済者又はその関係者が、次のいずれかに該当する行為を行ったと認

めるときは、第５、３に定める試験確認結果を取り消すことができる。

ア 不正又は不適当な手段を用いて試験確認を受けたとき

イ 試験確認を受けたナトリウム・硫黄電池について、型式に係る試験確認を受けず

に同一型式の範囲を超える型式の変更を行い、又は型式の変更に係る試験確認を受

けずに型式の重変更若しくは軽変更に該当する変更を行った者が試験確認済証を使

用したとき

ウ イのほか、既に交付を受けた試験確認済証を不正に改ざんし、偽造し、又は使用

したとき
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エ ３に定める立入調査等を拒否し、妨害し、又は虚偽の資料を提出し、若しくは虚

偽の報告をしたとき

オ その他この規程に基づく試験確認業務に関し、故意若しくは重大な過失により協

会の信用を失墜させ、又はそのおそれがあるとき

(2) 協会は、(1) に定める試験確認結果の取消しを行おうとするときは、あらかじ

め、確認済者にその旨を通知し、弁明の機会を与えるものとする。

(3) (1)の試験確認結果の取消しは、文書により当該確認済者に通知する。

(4) (3)の通知を受けた者は、当該試験確認結果の取消しを受けたナトリウム・硫黄電

池に、既に交付を受けた試験確認済証を貼付してはならない。

附則（平成１２年１月１８日）

１ この業務規程は平成１２年１月１８日から施行する。

２ この業務規程施行前に設置されているナトリウム・硫黄電池の試験確認については、試

験確認実施要領に定められた試験方法と同一の方法によって実施された試験項目の書類審

査によって行い、立会試験を省略できるものとする。

附則（平成１８年７月２８日）

この業務規程は平成１８年７月２８日から施行する。

附則（令和３年１０月２０日）

この業務規程は令和３年１２月１日から施行する。
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ナトリウム・硫黄電池の試験確認実施要領

平成１２年１月１８日

第１ 目的

この試験確認実施要領は、ナトリウム・硫黄電池の試験確認に係る業務を実施するに当たり、

必要な試験確認の内容等を定めることを目的とする。

第２ 用語の意味

この試験確認実施要領で用いる用語の意味は、次による。

１ 単電池の試験確認

(1) 試験温度

運転温度以上に設定した、試験時の単電池外表面の温度をいう。

(2) 充電電流

     使用電流値以上に設定した、試験時の充電電流をいう。

(3) 充電末状態

運転時の容量を越えて、完全に充電した状態をいう。

(4) 固体電解質の破損

充電電圧が急激に低下し、かつ、開路電圧が充電末の開路電圧よりも低下していることが確

認された状態をいう。

(5) 電池外表面温度

単電池外側面中央部に設けた温度センサーの指示値をいう。

(6) 放電末状態

試験温度において、単電池に外部抵抗を装着し、回路を閉じて強制的に両極間を短絡し、１

週間継続させて完全に放電した状態をいう。

２ モジュール電池の試験確認

(1) 試験温度

運転温度以上に設定した、試験時のモジュール電池内部の温度をいう。

(2) 同等な組電池

すべての構成部品材料及び単電池が、試験対象のモジュール電池と同一品を使用して製作さ

れた組電池で、実施する試験に対して、試験対象のモジュール電池と等価なものをいう。

(3) 燃焼火皿

供試電池のすべてが火炎で包含できる大きさの火皿をいう。

(4) 電池内部温度

供試電池内に設けた計測用温度センサーの指示値をいう。



(5) 開放破壊

供試電池の断熱容器内側面に隣接した単電池を内部接続から切り離し、当該単電池に外部か

ら過充電できるように配線し、単電池の過充電試験と同様の方法で強制破壊した後、電気的又

は熱的な方法により開放破壊させ、次のいずれかの事象が確認された場合をいう。

ア 強制破壊する単電池の外表面温度が急激に上昇すること。

イ 破裂音が発生すること。

ウ ＳＯ２ガスが発生すること。

(6) コーナー部

供試電池への落下衝撃が最も厳しい電池角部をいう。

(7) 外装が破損

落下後の断熱容器に穴、亀裂が認められた場合をいう。

第３ 試験確認の内容

１ 単電池の試験確認

(1) 過充電試験

ア 試験目的

過充電により、電解質が破損した場合の安全性を確認すること。

イ 試験方法

試験温度において、充電末状態の単電池に電解質の破損を確認するまで充電電流を流し続

け、破損の確認後、電池外表面温度上昇の飽和を確認するまで試験温度を維持するものとす

る。

ウ 判定条件

危険物が単電池の外部へ漏洩しないこと。

(2) 外部短絡試験

ア 試験目的

単電池を短絡させ、過大な電流が流れた場合の安全性を検証すること。

イ 試験方法

試験温度において、運転時の容量まで充電した状態の単電池に試験可能な最低短絡抵抗を

装着し、回路を閉じて強制的に短絡させ、電池表面温度上昇の飽和を確認するまで試験温度

を維持するものとする。

ウ 判定条件

単電池が破壊せず、危険物が単電池の外部へ漏洩しないこと。

(3) 昇降温試験

ア 試験目的

単電池を昇降温した場合の安全性を放電末状態で確認すること。



イ 試験方法

放電末状態で、試験温度の単電池を室温まで降温させた後、再度試験温度まで昇温さ   

せるものとする。

ウ 判定条件

危険物が単電池の外部へ漏洩しないこと。

２ モジュール電池の試験確認

(1) 外部短絡試験

ア 試験目的

モジュール電池の外部で短絡が発生した場合の安全性を確認すること。

イ 試験方法

試験温度のモジュール電池又はこれと同等な組電池を、運転時の容量まで充電した状態で

外部短絡させるものとする。

ウ 判定条件

モジュール電池に設けたヒューズ等が速やかに遮断され、短絡が安全に終了し、危険物が

モジュール電池又は同等な組電池の外部へ漏洩しないこと。

(2) 外部加熱試験

ア 試験目的

モジュール電池の外部で火災が発生した場合の安全性を確認すること。

イ 試験方法

試験温度のモジュール電池又はこれと同等な組電池を、当該電池の下部が燃焼火皿上面か

ら 200mm の位置になるように設置して、ガソリン又はｎ－ヘプタン火炎中に 30 分間放置す

るものとする。

ウ 判定条件

危険物がモジュール電池又は同等な組電池の外部へ漏洩しないこと。

(3) 浸水試験

ア 試験目的

運転温度のモジュール電池が浸水した場合の安全性を確認すること。

イ 試験方法

運転時の容量まで充電した状態で、試験温度のモジュール電池又はこれと同等な組電池を

水槽内に設置し、当該電池の上部が水面下 150mm より深く、下部が水面下 1ｍより深い位置

になるように冠水させ、電池内部温度が 100℃以下になってから 24 時間放置するものとす

る。

ウ 判定条件

単電池が破壊せず、危険物がモジュール電池又は同等な組電池の外部に漏洩しないこと。

(4) 自己消火性試験



ア 試験目的

単電池を強制的に破壊し、発火させた場合の安全性を確認すること。

イ 試験方法

試験温度のモジュール電池又はこれと同等な組電池を、運転時の容量まで充電した状態と

して、断熱容器内側面に隣接した単電池を外部から強制的に開放破壊させるものとする。

ウ 判定条件

周囲の単電池に破壊が連鎖拡大せず、自己消火するとともに、危険物がモジュール電池又

は同等の組電池の外部へ漏洩しないこと。

(5) 落下試験

ア 試験目的

モジュール電池が落下等の外的衝撃を受ける場合の安全性を確認すること。

イ 試験方法

輸送及び施工時の状態のモジュール電池又はこれと同等な組電池を硬く、弾力性のない平

滑な水平面に 1.8ｍの高さからコーナー部に衝撃が加わる姿勢で自然落下させる。この場合

において、モジュール電池又は同等な組電池の断熱容器が破損した場合は、当該電池を外部

加熱試験の方法により試験するものとする。

ウ 判定条件

単電池が破壊せず、危険物がモジュール電池又は同等の組電池の外部に漏洩しないこと。

附則

１ この試験確認実施要領は、平成１２年１月１８日から実施する。


